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横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例（平成18年条例第２号）新旧対照表 

改正前 改正後 

○横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例 ○横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例 

（第１条から第13条 省略） （第１条から第13条 省略） 

（適用除外） （適用除外） 

第14条 協議地区を定める日（協議地区を変更する場合において、当該

都市景観形成行為に係る内容を変更するときは、当該変更の日）前に

おいて、当該都市景観形成行為に係る次に掲げる手続その他の行為を

行っている場合については、この章の規定は、適用しない。 
   （第１号及び第２号省略） 

(3) 宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）第８条第１項の許可の

申請又は同法第11条の規定による協議（成立している場合に限る。） 

第14条 協議地区を定める日（協議地区を変更する場合において、当該

都市景観形成行為に係る内容を変更するときは、当該変更の日）前に

おいて、当該都市景観形成行為に係る次に掲げる手続その他の行為を

行っている場合については、この章の規定は、適用しない。 
   （第１号及び第２号省略） 

(3)  宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第55号。

以下この号において「宅地造成等規制法一部改正法」という。）によ

る改正前の宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号。以下この号に

おいて「旧宅地造成等規制法」という。）第８条第１項（宅地造成等

規制法一部改正法附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によ

ることとされる場合を含む。）の許可の申請又は旧宅地造成等規制法

第11条（宅地造成等規制法一部改正法附則第２条第１項の規定によ

りなお従前の例によることとされる場合を含む。）の規定による協議

（成立している場合に限る。） 

   （以下省略）    （以下省略） 

 


